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建物賃貸借の対抗力 宅建 H20-04-4 ≪#736≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａは、Ｂから借り入れた 2,000 万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有して

おり、抵当権設定の後、甲建物を賃借人Ｃに対して賃貸した。Ｃは甲建物に住んでいるが、賃

借権の登記はされていない。Ａが借入金の返済のために甲建物をＦに任意に売却してＦが新た

な所有者となった場合であっても、Ｃは、ＦはＡＣ間の賃貸借契約を承継したとして、Ｆに対して

甲建物を賃借する権利があると主張することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 正しい 

 

≪ポイント≫ 建物賃貸借の対抗力 【★入門】 

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物につ

いて物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 （区分法 31 条） 
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